
 

 

Ｎｏ２０２１０３ 

新型コロナウイルス感染症での雇用調整助

成金や、６０歳以上や母子家庭の母の雇入

れ、正社員転換、定年延長等、様々な助成

金制度がありご相談も多くいただきます。 

要件に適う場合はぜひ受給して頂きたいで

すが、助成金の主な財源は会社と労働者が

払う保険料であり、そのためには法令遵守

が大前提です。具体的には以下の対応や書

類整備をしておくことが必要です。 

 

●労働保険・社会保険 

・保険料を滞納なく納付している 

・保険対象者の取得や喪失を正しく行って

いる 

●法定帳簿等 

・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を適正に

整備している 

・労働条件通知書（または必要な労働条件

を示した労働契約書）を交付している 

●就業規則 

・すべての労働者（嘱託やパートも）に適

用される就業規則を作成している 

・賃金や育児・介護休業を就業規則と分け

る場合は別規程で作成している 

・助成金に必要な記載がなされている 

 

※労働者１０名未満で作成義務が無い会社

は別の対応が可能な場合があります 

●各種協定（会社の事情に合わせたもの） 

・３６協定（時間外休日労働の労使協定） 

・変形労働時間の労使協定 

・休業協定           

例えば、賃金台帳は多くの助成金申請に必

要な書類ですが、労働日数や労働時間数を

記載しなければいけません。労働条件通知

書には、契約期間、労働時間や休日、基本

給・手当等を明記する 

必要があります。 

助成金の他の要件は 

満たしていたのに、 

書類が整っていなかったばかりに申請でき

なかったケースもありました。また、出勤

簿に時間外労働があるのに残業代が支払わ

れていなかったり、計算が間違っているこ

とで助成金が不支給になることもありま

す。 

今後も働き方改革関連やコロナ等での助成

金は継続されると思われます。活用のご予

定があれば、確実な受給のためにも自社の

現状を再確認して頂ければと思います。 

当事務所でも法令に基づいたチェックを致

しますし、社労士による経営労務診断によ

る認証制度も行っております。お気軽にご

相談ください。 
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助成金を確実に受けるために 



精神疾患などによって長期欠勤する社員へ

の対応は企業の悩める問題です。元来労働

契約は、労務の提供と賃金支払が等価関係

にあって、労務の提供の義務が果たされな

いことであれば労働契約そのものを解消さ

せる解雇の理由となり得ます。（精神疾患

であることや不調であること自体は労働契

約に影響しません。） 

しかし、労働契約の 

不履行が即時に終了 

するわけではなく、 

解雇の権利濫用法理の基づきある程度の猶

予が必要となってきます。そのため、企業

では「休職期間」を就業規則に定めます。

（いわゆるこの期間が解雇猶予期間と解さ

れます。）また、就業規則で復職を認める

基準として従前の職務あるいは労務提供で

きる職務としますが、精神疾患などでは安

定性がなく再発や悪化する可能性もあって

難しい問題となります。裁判例からもみて

も言動が不審不調であれば精神科医や産業

医による診断を実施し、必要な場合は治療

を勧めた上で休職などを検討し、経過に応

じて対応を取る（本人との面談が無理な場

合は医師や家族との意見を聴取する等）な

ど、一定程度の正当性が必要となります。 

また、精神疾患の要因が業務に起因する場

合は、療養・休業中、その後３０日間は解

雇できず（労基法１９条１項）違反すれば

罰則対象となるだけでなく、解雇無効によ

る民事上の問題にもなり兼ねません。疾患

者の事情を考慮し、時間をかけ円満な解決

策を目指すことが肝要となります。 

 

 

● ７０歳以上の雇用制度 企業の３割

（1 月 14 日）━━━━           

厚労省の高齢者の雇用状況に関する調査に

よりますと、６６歳以上も働ける制度があ

る企業の割合は、前年より２．６ポイント

増え３３．４％になりました。７０歳以上

も働ける制度を用意している企業の割合は

前年より２．６ポイント増え３１．５％と

過去最高を更新しました。人手不足を背景

に、定年廃止や定年後も雇用を継続する動

きが広がっています。 

● テレワーク補助、通信費の２分の１は

非課税（1 月 15 日）━━━━ 

国税庁は、新型コロナウイルス禍で広がる

テレワーク拡大に対応した課税指針を公表

しました。 企業が従業員に通信費を補助

する際、半額は所得税の課税対象にしない

と明示しました。 電気料金も業務で使っ

た自宅の部屋の床面積などを考慮し、一定

額を非課税としています。ただし、これら

通信費、電気料金を給与（手当）として支

払う場合は、割増賃金の算定基礎額に算入

することになります。 

● パートタイマ―比率コロナで初の低下

（2 月 10 日）━━━━           

毎月勤労統計調査（速報、従業員 5人以

上）によりますと、２０２０年のパートタ

イム労働者の比率が調査を始めた１９９０

年以来（当時は１３％弱）、初めて低下、

２０２０年の比率は３１．１４％で前年か

ら０．３９ポイント低下しました。コロナ

禍で職を失った主婦や高齢者の中には、自

ら感染を恐れて求職活動を控えていること

も要因になっています。 

雇 用 関 連 ニ ュ ― ス 長引く精神疾患社員への対応 

 



今月号は、「産業雇用安定助成金」につい

てご紹介致します。 

【概要】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた

事業主が在籍型出向によって、労働者の雇

用を維持する場合、出向元企業と出向先企

業の双方の事業主に対して助成金が支給さ

れます。 

【対象事業主】 

①新型コロナウイルス感染症の影響により

事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ

たため、労働者の雇用維持を目的として

在籍出向により労働者（雇用保険被保険

者）を送り出す事業主（出向元事業主） 

②当該労働者を受け入れる事業主（出向先

事業主） 

【助成率・助成額】 

➀出向運営経費 

出向元事業主および出向先事業主が負担

する賃金、教育訓練および労務管理に関

する調整経費など、出向中に要する経費

の一部を助成します。 

会社規模 
出向元企業

に解雇あり 

出向元企業

に解雇なし 

大企業 ２／３ ３／４ 

中小企業 ４／５ ９／10 

上限額 １２，０００円／日 

②出向初期経費 

就業規則や出向契約書の整備費用、出向

先事業主が出向に際してあらかじめ行う教

育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れ

るための機器や備品の整備などの出向の成

立に要する措置を行った場合に助成しま 

す。 

 出向元企業 出向先企業 

助成額 各１０万円／1人当たり（定額） 

加算額 各５万円／1人当たり（定額） 

【受給までの流れ】 

①出向元企業と出向先企業との契約 

②労使協定 

③出向予定労働者の同意 

 

出向計画届の提出、要件の確認 

 

出向の実施 

 

（１カ月以上６カ月以下の任意で設定し

た期間（月単位）ごとに） 

支給申請・助成金支給 

【注意点】 

・出向元企業と出向先 

企業が共同事業主と 

して助成金を支給申 

請することで、出向 

先企業も助成金を受給できます。申請手

続きは出向元事業主が行います。 

・出向元企業と出向先企業の間に親子・グ

ループ関係がない等、資本的、経済的、

組織的関連性がなく独立性があることが

必要です。 

・雇用調整助成金（出向）による出向元へ

の助成措置に該当する場合もあり得ま

す。いずれか一方の助成金のみが申請可 

 能となります。 

 

出向元、出向先の双方の企業に対してのマ

ッチングについては、各都道府県に（公益

財団法人）産業雇用安定センターがありま

す。無料で相談、マッチングを提供してい

ます。 

申請の手順・手続きなど詳細は、当事務所 

までお問い合わせ下さい。 

助 成 金 情 報 


